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議案第１２７号 

 

 

字の変更について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、当市の区域内の

字を別紙のとおり変更し、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第１０項

において準用する同法第５４条第４項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施

行するものとする。 

 

 

令和３年１１月３０日提出 

 

 

上越市長  中 川 幹 太 
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別紙（変更調書） 

変   更   前 変 更 後 

大 字 字 地      番 大 字 字 

今 保 

宇留馬 
６の１、６の２、７の１、７の２、８、９の１、９の２、 

１０の４ 

今 保  

大 門 
１１の６、１２の１、１３の６、２１２の８、２１４の１、 

２１５から２１７まで 

前 田 ２１８の４、２２０から２２８まで 

谷 内 

２７１の１、２７１の２、２７２の１、２７２の２、２７３の１、

２７３の３、２７４の１、２７４の３、２７５の１、２７５の３、

２７６の１、２７６の２、２７７の１、２７７の２、２７８、 

２７９、２８２から２８９まで、２９０の１、２９０の２、 

２９１から２９３まで、２９４の１、２９４の３、 

２９４の６から２９４の８まで 

免 田 
２９５から３０１まで、３０７、３１０から３１４まで、 

３１５の１ 

代官免 
３１７から３１９まで、３２２、３２５から３２８まで、 

３２９の２から３２９の４まで 

下中坪 
３３０、３４３から３５１まで、 

３５２の１から３５２の５まで 

上中坪 ３５３から３６０まで、３６１の１から３６１の５まで 

江 端 ３６２から３７１まで、３７２の１から３７２の７まで 

三反田 ３７５から３８３まで、３８４の１から３８４の４まで 

十二天 ３８５から３９４まで、３９６の３から３９６の７まで 

長 町 

３９７、３９８の１、３９８の２、４００から４０３まで、 

４１３、４１４、４２２から４２６まで、４２７の１、 

４２７の３から４２７の７まで 

三角田 

４２８から４４２まで、４４３の１、４４３の２、４４４、 

４４５の１、４４５の２、４５４から４６６まで、 

４６７の３から４６７の１１まで 

江 流 

４６８の１、４６９の１、４７０の１、４７１の１、 

４７２の１、４７３の１、４７４の１、 

４７５から４７７まで、４７８の１から４７８の６まで 

上水尻 

４７９の１、４８０の１、４８１の１、４８２の１、４８３の１、

４８４の１、４９１の１、５０９の１、５０９の２、５２７の１、

５２７の２、５２８の１、５２８の２、５２９の１、５２９の２、

５３０の１、５３０の２、５３１の１、５３１の２、 

５３２の１から５３２の３まで、５３３の１、５３３の２、 

５３４の１、５３４の２、５３５の１、５３５の２、５３６の１、

５３６の２、５３７の１、５３７の２、５３８の１、５３８の２、

５３９の１、５３９の２、５４０の１、５４０の６、５４１の１、

５４２の１、５４３の１、５４４の１、５４５の１、５４６の１、 

５８３の１、５８３の８、５８３の１６から５８３の１８まで、 
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変   更   前 変 更 後 

大 字 字 地      番 大 字 字 

今 保 

上水尻 ５８３の２０ 

今 保  

大海道 

６０７の３から６０７の５まで、６０８の１、６０９の５、 

６１２の１、６１７の１、６１８、６２６、６２７の５、 

６２７の８、６２７の９、６２７の１２ 

土 下 

６３９の１、６３９の２、６４０の１、６４０の２、 

６４１の１、６４１の２、６４２から６４８まで、 

６４９の３から６４９の５まで、６７５の１ 

定 木 

６５０の１、６５０の２、６５１の１、６５１の２、 

６５２の１、６５２の２、６５３の１、６５３の２、 

６５４の１、６５４の２、６５５の１、６５５の２、 

６５６の１、６５６の２、６５７、 

６５９の１から６５９の３まで、６５９の５、６５９の６ 

浦 田 

６６１の１、６６１の２、６６７、６６９の１、６７０の１、 

６７１の１、６７２の１、６７３の１、６７４の１、 

６７５の１１から６７５の１３まで、６７５の１５、 

６７５の１７ 

畑 田 ６７６から６８６まで、６８７の１から６８７の４まで 

白 山 
６８８から６９２まで、７２１、７２３から７２６まで、 

７２７の１から７２７の３まで 

加儀田 ７２８から７３８まで、７３９の１から７３９の４まで 

沢 田 
７４０から７４５まで、９３０から９３５まで、 

９３６の１から９３６の３まで 

菖蒲原 

８６１から８６４まで、８６５の１、８８２の１、８８３の１、 

８８４の１、８８５の１、８８６の１、８８９の１、８９０の１、

８９１の１、８９２の１、８９３の１、８９４の１、８９５、 

８９６、８９９から９０７まで、９０８の１、９０８の２、 

９０８の５から９０８の８まで、９０８の１０、９０８の１２、

９０８の１３、９０８の１６から９０８の１９まで 

山 本 

９１２の４、９１３の１、９１４の１、９１５の１、９１６の１、

９１６の２、９１７の１、９１８、９１９の１、９２０の１、 

９２０の２、９２１の４、９２２の４、９２４の７、９２４の８、

９２４の１４、９２４の１６、１７３５の１、１７３５の２ 

﨤 町 ９３７から９４６まで、９４７の１から９４７の４まで 

横 枕 
９４８から９５３まで、９５５から９５９まで、 

９６０の１から９６０の４まで 

府多田 
９６１から９７１まで、９７２の１から９７２の４まで、 

１２０５の１、１２０６の１ 

豆 田 

９７３の１、９７３の２、９７４から９８０まで、 

９８３から９８６まで、９８７の１、 

９８７の３から９８７の９まで 

笹良田 
９８８から９９７まで、９９８の１、 

９９９の１から９９９の４まで 
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変   更   前 変 更 後 

大 字 字 地      番 大 字 字 

今 保 

久保田 

１０００の１、１０００の５、１０００の６、１００１の１、 

１００１の３、１００２の１から１００２の３まで、 

１００３の１から１００３の３まで、 

１００４の１から１００４の３まで、 

１００５の１から１００５の３まで、 

１００６の１から１００６の３まで、 

１００７の１から１００７の３まで、 

１００８の１から１００８の３まで、 

１００９の１から１００９の３まで、 

１０１０の１から１０１０の３まで、 

１０１１の１から１０１１の３まで、 

１０１２の１から１０１２の３まで、１０１３の２、 

１０１３の５ 

今 保  

定地面 

１０１４の１、１０１４の２、１０１５の１、１０１５の２、 

１０１５の４、１０１６の１、１０１６の２、１０１６の４、 

１０１７の２、１０１８の２、１０１９の２、１０２０の２、 

１０２０の４、１０２１の１、１０２１の２、１０２１の４、 

１０２２の１、１０２２の２、１０２２の４、１０２３の１、 

１０２３の３、１０２３の５、１０２４の１、１０２４の３、 

１０２７の１、１７７５の２、１７７５の３、１７７７の２、 

１７７８から１７８６まで 

二反田 

１０２９の１、１０３０の１、１０３１の１、１０３１の２、 

１０３２の１、１０３２の２、１０３３の１、１０３３の２、 

１０３４の１、１０３４の２、１０３５の１、１０３５の２、 

１０３６の１、１０３６の２、１０３７の１、１０３７の２、 

１０３８の１、１０３８の２、１０３９の１、１０３９の２、 

１０４０の１、１０４０の２、１０４１の１、１０４１の２、 

１０４２の３、１０４２の５ 

茨 原 

１０５３の１、１０５３の２、１０５４の１、１０５４の２、 

１０５５の１、１０５５の２、１０５６の１、１０５６の２、 

１０５７の１、１０５７の２、１０５８の１、１０５８の２、 

１０５９の１、１０５９の２、１０６０の１、１０６０の２、 

１０６１の１、１０６１の２、１０６２の１、１０６２の２、 

１０６３の１、１０６３の２、１０６４の１、１０６４の２、 

１０６５の１から１０６５の５まで、１０６６の３、 

１０６６の４ 

無 頭 １６９５の１ 

三 村 

新 田 

櫻 町 ２４の７ 

樋 詰 ３０の３、３１の７、３１の８ 

堤 脇 １２９の１８ 

及び当該変更に伴う公有地を含む。 

上記地番は、令和３年１０月１日現在の登記簿による。 
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字の変更区域

凡　例

三和区大 

県営ほ場整備事業（担い手育成型） 三和中部第１地区（第２換地区） 

位 置 図 

三和区今保 

三和区所山田 

三和区下田島 

三和区三村新田 
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県営ほ場整備事業（担い手育成型） 三和中部第１地区（第２換地区） 

字の区域並びに名称変更前図 

 

今保字茨原 

今保字二反田 

今保字笹良田 

今保字豆田 

今保字免田 

今保字谷内 

三村新田字櫻町 

今保字谷内 

今保字長町 

今保字前田 

今保字大門 
今保字宇留馬 

今保 
字三角田 字江流 

今保 

今保 

今保 
今保 

今保 

今保 
今保 

今保 

今保 

今保 

今保 

今保 

今保 

今保 

今保 

今保 
今保 今保 

今保 
今保 

今保 今保 

今保 
字府多田 

字横枕 字﨤町 

字沢田 
字加儀田 

字白山 
字畑田 

字浦田 

字久保田 

字定地面 

字土下 
字定木 

字大海道 

字上水尻 

字上水尻 

字長町 

字十二天 

字三反田 
字江端 

字上中坪 
字下中坪 

字代官免 

三村新田 
字樋詰 

今保 

字無頭 

字堤脇 
三村新田 

今保字山本 

今保字菖蒲原 
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県営ほ場整備事業（担い手育成型） 三和中部第１地区（第２換地区） 

字の区域並びに名称変更図 

 

今保 
今保 

今保 
今保 

今保 

今保 

今保 

今保 

今保 

今保 


